
令和７年度第２回都市計画審議会

都市計画区域マスタープラン
公聴会の開催について

令和７年１１月４日
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資料１



都市計画区域マスタープランの位置づけ（第１回資料再掲）
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土地利用規制
(地域地区)

-用途地域
-高度地区
-生産緑地 など

都市施設

-道路
-都市公園
-下水道 など

市街地開発事業
-土地区画整理事業

-市街地再開発事業 など

～計画に沿ったまちづくり～

都市計画区域マスタープラン（区域マス）
都市計画区域の基本的な目標

茨城県都市計画マスタープラン（県土マス）
県土全体の都市づくりの基本方針

任意計画

区域区分

上位計画

都市計画区域（取手都市計画区域、守谷市全域）

法定計画（都計法第６条の２）

市町村マス策定時の指針となる

市町村都市計画マスタープラン（市町村マス）
市町村の都市計画に関する基本的な方針



出典第2次茨城県総合計画
2022-2025 「新しい茨城」への挑戦

改定のポイント① 区域マスの広域化について（第１回資料再掲）
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県南圏域都市計画区域マス

茨城県内の都市計画区域は２９のまま、「区域マス」を５圏域に広域化する。
=県南地域の都市計画区域は９つのまま１つの区域マスになる。

改定後現行

取手都市計画区域マス

つくばみらい都市計画区域マス

竜ケ崎・牛久都市計画区域マス

土浦・阿見都市計画区域マス

石岡都市計画区域マス

研究学園都市計画区域マス

稲敷東部台都市計画区域マス

稲敷東南部都市計画区域マス

八郷都市計画区域マス

守谷市、取手市

龍ヶ崎市、牛久市
利根町

つくばみらい市

土浦市、阿見町
かすみがうら市

石岡市

つくば市

稲敷市、美浦村

稲敷市、河内町

石岡市

県南地域（９つの区域マス）



今回の改定では、「区域マス（法定計画）」と「県土マス（任意計画）」をひ
とつに集約する。

改定のポイント② マスタープランの集約について（第１回資料再掲）
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市町村マスの上位計画はひとつとなり、国の方針改定に迅速な対応が可能になる。

第１部 県土マス 第２部 区域マス

圏域都市計画区域マスタープラン



改定案 目次
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公聴会とは

都市計画法第16条に基づき、都市計画の案を作成する段階で、住民の意見を反映する
ための手続き。
公聴会開催の公告から開催日の７日前までに、都市計画の原案の閲覧及び公述申出を
することができる。

■都市計画法第16条（※）
都道府県又は市町村は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると

認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるもの
とする。（※一部省略）

■案の縦覧（法第17条）との違い
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手続き タイミング 意見を出すことができる者

公聴会（法第16条） 案の作成段階(原案) 計画に係る地域の住民（法人を含む）

案の縦覧（法第17条） 案の作成後 計画に係る地域の住民（法人を含む）及び利害関係者

公聴会 案の作成段階で、住民の意見をできるだけ反映させるための手続き

案の縦覧 広く案の内容を知ってもらうとともに、その意見を反映させるための手続き



〇原案の閲覧及び公述申出について
期 間 : 令和８年１月５日（月）から令和８年１月１５日（木）まで

（土・日曜日、祝日を除く８:３０から１７:１５まで）
閲覧場所 : 守谷市都市計画課、茨城県都市計画課

都市計画の構想に係る地域の住民（法人含む）は、公述人として、原案に対する
意見を述べることができます。なお、応募多数の場合は、代表者を選定します。

公述申出書提出先 : 〒３１０－８５５５ 水戸市笠原町９７８番６
茨城県知事大井川和彦(茨城県土木部都市局都市計画課扱い)宛て

〇公聴会について（※ 公述申出者がいない場合は、開催されません。）
日時 : 令和８年１月２２日（木）１３:００から
場所 : 取手市立福祉会館３階 講座室A・B

(取手市東一丁目１番５号)

公聴会の概要について
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年 月 日 内 容

令和７年４月～８月

市町村への意見照会（計３回）

１回目：４月下旬から５月中旬（６W）

２回目：６月下旬から７月上旬（３W）

３回目：８月上旬から８月中旬（２W）

令和８年１月２２日
公聴会の開催

（公述申出がない場合は、開催されません）

令和８年５月中旬 案の縦覧（２W）

令和８年５月～７月頃 市都市計画審議会での諮問・答申（意見照会）

令和８年７月上旬 茨城県都市計画審議会

令和８年９月上旬 決定告示予定

区域マスタープラン改定スケジュール



説 明 は 以 上 で す
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